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東二運分会西村さん、東一運分会木下さん、大二運分会大谷川さんは会社

に対して年休失効・年休抑制の損害賠償を求めて裁判に訴えました。裁判で

は年休失効だけでなく、運輸所の年休についてのでたらめな運用の数々も問

題にしていきます。

希望どおりに年休が取れるようにせよ！

要員をきちんと配置せよ！

希望しても年休がほとんど入らない

会社が年休に順番をつけるなどもってのほか

前月２５日の勤務発表で年休が入らず五日前にならなければ

わからない

予備勤務の時は前月にはいつが勤務でいつが休日かまったくわ

からない

年休順位制度は年休を諦めさせる制度だ

年休を申し込んでも特休公休にされてしまう

会社が代替え要員の確保や勤務変更などの努力をしていない

のは時季変更権の濫用である


